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議案第４５号 

 

 

   専決処分の承認を求めるについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同法第１７９条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 
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専決第 ８ 号 

 

 

      専  決  処  分  書 

 

 春日部市税条例の一部を改正する条例について、議会を招集する時間的余裕がないことが

明らかであると認めるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 
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春日部市税条例の一部を改正する条例 

 

春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の条又は項の表示及びそれに対応する改正後の欄の条又は項の

表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の欄の条又は項を当該改正後の欄の

条又は項とする。 

(2) 次の表中、改正前の欄の条又は項に対応する改正後の欄の条又は項が存在しない場合

にあっては、当該改正前の欄の条又は項を削る。 

(3) 次の表中、改正後の欄の項に対応する改正前の欄の項が存在しない場合にあっては、

当該改正後の欄の項を加える。 

(4) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

 （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収

した月の翌月10日までに、その徴収した月割額

を施行規則第５号の15様式又は第５号の15の２

様式若しくは施行規則第２条の６の規定により

総務大臣が定めた様式による納入書により納入

しなければならない。 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収

した月の翌月10日までに、その徴収した月割額

を施行規則第５号の15様式又は施行規則第２条

の６の規定により総務大臣が定めた様式による

納入書によって納入しなければならない。 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人

は、法第321条の８第１項、第２項、第31項、

第34項及び第35項の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第31項及

び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれら

の規定による納期限までに、同条第34項の申告

納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又は同条第１項後段及び第２

項後段の規定により提出があったものとみなさ

れる申告書に係る税金を施行規則第22号の４様

式又は第22号の４の２様式による納付書により

納付しなければならない。 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人

は、法第321条の８第１項、第２項、第31項、

第34項及び第35項の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第31項及

び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれら

の規定による納期限までに、同条第34項の申告

納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又は同条第１項後段及び第２

項後段の規定により提出があったものとみなさ

れる申告書に係る税金を施行規則第22号の４様

式による納付書により納付しなければならな

い。 

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同

条第33項の規定による申告書を含む。以下この

項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同

条第33項の規定による申告書を含む。以下この

項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は
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第31項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限とする。第７項第１

号において同じ。）の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセン

ト（申告書を提出した日（同条第35項の規定の

適用がある場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提出期限）

までの期間又はその期間の末日の翌日から１月

を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金を加算して施行規則第22号の４様式

又は第22号の４の２様式による納付書により納

付しなければならない。 

第31項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限とする。第７項第１

号において同じ。）の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセン

ト（申告書を提出した日（同条第35項の規定の

適用がある場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提出期限）

までの期間又はその期間の末日の翌日から１月

を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金を加算して施行規則第22号の４様式

による納付書により納付しなければならない。 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の

12の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限

までに、施行規則第22号の４様式又は第22号の

４の２様式による納付書により納付しなければ

ならない。 

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の

12の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限

までに、施行規則第22号の４様式による納付書

により納付しなければならない。 

２ 前項の場合には、その不足税額に法第321条

の８第１項、第２項又は第31項の納期限（同条

第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税

額がある場合には、同条第１項又は第２項の納

期限とし、納期限の延長があった場合には、そ

の延長された納期限とする。第４項第１号にお

いて同じ。）の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、年14.6パーセント（前項の納期限

までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年7.3パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第

321条の８第１項、第２項又は第31項の納期限

（同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る

不足税額がある場合には、同条第１項又は第２

項の納期限とし、納期限の延長があった場合に

は、その延長された納期限とする。第４項第１

号において同じ。）の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、年14.6パーセント（前項の

納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１

月を経過する日までの期間については、年7.3

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付しなければなら

ない。 

（たばこ税の申告納付の手続）  （たばこ税の申告納付の手続） 

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告納付

すべき者（以下この節において「申告納税者」

という。）は、毎月末日までに、前月の初日か

ら末日までの間における売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数

（以下この節において「課税標準数量」とい

う。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税

額、第96条第１項の規定により免除を受けよう

とする場合にあっては同項の適用を受けようと

する製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第

１項の規定により控除を受けようとする場合に

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告納付

すべき者（以下この節において「申告納税者」

という。）は、毎月末日までに、前月の初日か

ら末日までの間における売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数

（以下この節において「課税標準数量」とい

う。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税

額、第96条第１項の規定により免除を受けよう

とする場合にあっては同項の適用を受けようと

する製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第

１項の規定により控除を受けようとする場合に
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あっては同項の適用を受けようとするたばこ税

額その他必要な事項を記載した施行規則第34号

の２様式による申告書を市長に提出し、及びそ

の申告に係る税金を施行規則第34号の２の５様

式又は第34号の２の５の２様式による納付書に

よって納付しなければならない。この場合にお

いて、当該申告書には、第96条第３項に規定す

る書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこ

の品目ごとの数量についての明細を記載した施

行規則第16号の５様式による書類を添付しなけ

ればならない。 

あっては同項の適用を受けようとするたばこ税

額その他必要な事項を記載した施行規則第34号

の２様式による申告書を市長に提出し、及びそ

の申告に係る税金を施行規則第34号の２の５様

式による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第96

条第３項に規定する書類及び次条第１項の返還

に係る製造たばこの品目ごとの数量についての

明細を記載した施行規則第16号の５様式による

書類を添付しなければならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る第１項又は第２項の納期

限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限。第101条第２項において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

当該税額に年14.6パーセント（修正申告書を提

出した日までの期間又はその日の翌日から１月

を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して、施行規則第34号の２

の５様式又は第34号の２の５の２様式による納

付書によって納付しなければならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る第１項又は第２項の納期

限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限。第101条第２項において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

当該税額に年14.6パーセント（修正申告書を提

出した日までの期間又はその日の翌日から１月

を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して、施行規則第34号の２

の５様式による納付書によって納付しなければ

ならない。 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、

第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知

を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告

加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額

を、当該通知書の指定する期限までに、施行規

則第34号の２の５様式又は第34号の２の５の２

様式による納付書によって納付しなければなら

ない。 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、

第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知

を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告

加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額

を、当該通知書の指定する期限までに、施行規

則第34号の２の５様式による納付書によって納

付しなければならない。 

   附 則    附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条 昭和57年度から令和９年度までの各年度

分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４項

に規定する場合において、第36条の２第１項の

規定による申告書（その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第36条の

３第１項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第

25条第１項に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるとき（これらの申告書にその

第８条 昭和57年度から令和６年度までの各年度

分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４項

に規定する場合において、第36条の２第１項の

規定による申告書（その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第36条の

３第１項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第

25条第１項に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるとき（これらの申告書にその
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記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。 

記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。 

（読替規定） （読替規定） 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで又

は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第61条第８項中「又は第349条の

３の４から第349条の５まで」とあるのは、

「若しくは第349条の３の４から第349条の５ま

で又は附則第15条から第15条の３の２まで若し

くは第63条」とする。 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで、

第63条又は第64条の規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は第

349条の３の４から第349条の５まで」とあるの

は、「若しくは第349条の３の４から第349条の

５まで又は附則第15条から第15条の３の２ま

で、第63条若しくは第64条」とする。 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第10条の２  第10条の２  

３ 法附則第15条第14項に規定する市町村の条例

で定める割合は５分の３（都市再生特別措置法

（平成14年法律第22号）第２条第５項に規定す

る特定都市再生緊急整備地域における法附則第

15条第14項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１）とする。 

３ 法附則第15条第15項に規定する市町村の条例

で定める割合は５分の３（都市再生特別措置法

（平成14年法律第22号）第２条第５項に規定す

る特定都市再生緊急整備地域における法附則第

15条第15項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１）とする。 

４ 法附則第15条第21項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

４ 法附則第15条第22項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

５ 法附則第15条第22項第１号に規定する市町村

の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第23項第１号に規定する市町村

の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第15条第22項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第23項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第15条第22項第３号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第15条第23項第３号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第15条第23項第１号に規定する市町村

の条例で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第15条第24項第１号に規定する市町村

の条例で定める割合は３分の２とする。 

９ 法附則第15条第23項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第24項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

10 法附則第15条第25項第１号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

10 法附則第15条第26項第１号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

11 法附則第15条第25項第１号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

11 法附則第15条第26項第１号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

12 法附則第15条第25項第１号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

12 法附則第15条第26項第１号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

13 法附則第15条第25項第１号ニに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

13 法附則第15条第26項第１号ニに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 
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14 法附則第15条第25項第２号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

14 法附則第15条第26項第２号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

15 法附則第15条第25項第２号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

15 法附則第15条第26項第２号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

16 法附則第15条第25項第２号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

16 法附則第15条第26項第２号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

17 法附則第15条第25項第３号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

17 法附則第15条第26項第３号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

18 法附則第15条第26項第３号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

19 法附則第15条第26項第３号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

20 法附則第15条第28項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

20 法附則第15条第29項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

21 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

21 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

22 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

22 法附則第15条第34項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

23 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

23 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

24 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の１とする。 

24 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の１とする。 

25 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

25 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

27 法附則第15条の９の３第１項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の１とする。 

27 法附則第64条に規定する市町村の条例で定め

る割合は零とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の３  第10条の３  

12 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定

マンションに係る区分所有に係る家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第16項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号
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を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 当該工事が完了した年月日 

(５) 当該工事が完了した日から３月を経過し

た後に申告書を提出する場合には、３月以内

に提出することができなかった理由 

13 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第17項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７

年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項

の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

12 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第13項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７

年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項

の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

(５) 施行規則附則第７条第17項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

(５) 施行規則附則第７条第13項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

14 (略) 13 (略) 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第15条の４ 法第451条第１項第１号（同条第４

項又は第５項において準用する場合を含む。）

に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに

限る。以下この条において同じ。）に対して

は、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年

10月１日から令和３年12月31日までの間（附則

第15条の８第３項において「特定期間」とい

う。）に行われたときに限り、第80条第１項の

規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を

課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の４ (略) 第15条の４の２ (略) 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の８  第15条の８  

 ３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用の

ものに対する第81条の３（第２号に係る部分に

限る。）及び前項の規定の適用については、当

該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに

限り、これらの規定中「100分の２」とあるの

は、「100分の１」とする。 
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（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上

の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

444条第３項に規定する車両番号の指定（次項

から第４項までにおいて「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して14年を経過

した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割に係る第82条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上

の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

444条第３項に規定する車両番号の指定（次項

から第８項までにおいて「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して14年を経過

した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割に係る第82条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げ

る三輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和４年４月

１日から令和８年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げ

る三輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和２年４月

１日から令和３年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 ３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げ

る法第446条第１項第３号に規定するガソリン

軽自動車（以下この条において「ガソリン軽自

動車」という。）のうち三輪以上のものに対す

る第82条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

    第２号ア

(イ) 

3,900円 2,000円 

    第２号ア

(ウ)（ⅰ） 

6,900円 3,500円 

   10,800円 5,400円 

    第２号ア

(ウ)（ⅱ） 

3,800円 1,900円 

   5,000円 2,500円 

 ４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げ

るガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの（前

項の規定の適用を受けるものを除く。）に対す

る第82条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限
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り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

    第２号ア

(イ) 

3,900円 3,000円 

    第２号ア

(ウ)（ⅰ） 

6,900円 5,200円 

   10,800円 8,100円 

    第２号ア

(ウ)（ⅱ） 

3,800円 2,900円 

   5,000円 3,800円 

 ５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げ

る三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用の

ものに対する第82条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令

和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種

別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

 ６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げ

る三輪以上の軽自動車（自家用の乗用のものを

除く。）に対する第82条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税

の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受ける三

輪以上の法第446条第１項第３号に規定するガ

ソリン軽自動車（以下この項及び次項において

「ガソリン軽自動車」という。）（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第82条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和４

年４月１日から令和８年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分

の軽自動車税の種別割に限り、同条第２号ア

(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける三

輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗用のも

のに限る。）に対する第82条の規定の適用につ

いては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に
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同 号 ア (ウ )(ⅰ )中 「 6,900 円 」 と あ る の は

「3,500円」とする。 

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

４ 法附則第30条第４項の規定の適用を受ける三

輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適用

を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限

る。）に対する第82条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日

から令和７年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定

を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税 の 種 別 割 に 限 り 、 同 条 第 ２ 号 ア ( イ ) 中

「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア

(ウ)(ⅰ)中「6,900円」とあるのは「5,200円」

とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける三

輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適用

を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限

る。）に対する第82条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車

税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令

和４年４月１日から令和５年３月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年

度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２項

から第４項までの規定の適用を受ける三輪以上

の軽自動車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の

２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をい

う。次項において同じ。）に基づき当該判断を

するものとする。 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２項

から第８項までの規定の適用を受ける三輪以上

の軽自動車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の

２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をい

う。次項において同じ。）に基づき当該判断を

するものとする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の

特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の

特例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和８年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等（租税特別措置法第31条第

１項に規定する土地等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をい

う。以下この条において同じ。）をした場合に

おいて、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第34条の２第１項に規定する優良住宅

地等のための譲渡をいう。）に該当するときに

おける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の

規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項にお

いて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割の額は、前条第１項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

第17条の２ 昭和63年度から令和５年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等（租税特別措置法第31条第

１項に規定する土地等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をい

う。以下この条において同じ。）をした場合に

おいて、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第34条の２第１項に規定する優良住宅

地等のための譲渡をいう。）に該当するときに

おける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の

規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項にお

いて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割の額は、前条第１項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する

額とする。 
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２ 前項の規定は、昭和63年度から令和８年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合に

おいて、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定す

る確定優良住宅地等予定地のための譲渡をい

う。以下この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第34条の２第10項の規定

に該当することとなるときは、当該譲渡は確定

優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかった

ものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合に

おいて、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定す

る確定優良住宅地等予定地のための譲渡をい

う。以下この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第34条の２第10項の規定

に該当することとなるときは、当該譲渡は確定

優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかった

ものとみなす。 

  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、改正後の春日部市税条例（以下「新条例」という。）の 

規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 

令和４年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」 

という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第１条第４ 

号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第６４条に規 

定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規 

定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以 

下この項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース 

取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資産を引 

き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に 

該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当 

該特例対象資産を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された改正前の春日

部市税条例附則第１５条の４及び第１５条の８第３項に規定する三輪以上の軽自動車に対
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して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について

適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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議案第４６号 

 

 

   専決処分の承認を求めるについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同法第１７９条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 
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専決第 ９ 号 

 

 

      専  決  処  分  書 

 

 春日部市都市計画税条例の一部を改正する条例について、議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかであると認めるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第

１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 
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春日部市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

春日部市都市計画税条例（平成１７年条例第７７号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（法附則第15条第14項の条例で定める割合） （法附則第15条第15項の条例で定める割合） 

５ 法附則第15条第14項に規定する市町村の条例

で定める割合は５分の３（都市再生特別措置法

（平成14年法律第22号）第２条第５項に規定す

る特定都市再生緊急整備地域における法附則第

15条第14項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１）とする。 

５ 法附則第15条第15項に規定する市町村の条例

で定める割合は５分の３（都市再生特別措置法

（平成14年法律第22号）第２条第５項に規定す

る特定都市再生緊急整備地域における法附則第

15条第15項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１）とする。 

（法附則第15条第32項の条例で定める割合） （法附則第15条第33項の条例で定める割合） 

６ 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

（法附則第15条第33項の条例で定める割合） （法附則第15条第34項の条例で定める割合） 

７ 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第15条第34項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

（法附則第15条第38項の条例で定める割合） （法附則第15条第39項の条例で定める割合） 

８ 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

（法附則第15条第43項の条例で定める割合） （法附則第15条第44項の条例で定める割合） 

９ 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税 

義務の免除等） 

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税 

義務の免除等） 

20 20 

21 21 

22 法附則第15条第１項、第9項、第13項から第

17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、

第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43

項若しくは第46項、第15条の２第２項、第15条

の３又は第63条の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第33

項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15

条から第15条の３まで若しくは第63条」とす

る。 

22 法附則第15条第１項、第10項、第14項から第

18項まで、第20項、第21項、第25項、第28項、

第32項から第36項まで、第39項、第40項若しく

は第44項、第15条の２第２項、第15条の３又は

第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第33項」とあ

るのは「若しくは第33項又は附則第15条から第

15条の３まで若しくは第63条」とする。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、改正後の春日部市都市計画税条例（以下「新条例」という。）

の規定は、令和５年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和４年度分までの都 

市計画税については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和５年法律第１８号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日の前日までの

間における新条例附則第２２項の規定の適用については、同項中「、第４３項若しくは第

４６項」とあるのは、「若しくは第４３項」とする。 
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議案第４７号 

 

 

   専決処分の承認を求めるについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同法第１７９条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 
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専決第１０号 

 

 

      専  決  処  分  書 

 

 春日部市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９

条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 
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春日部市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

春日部市国民健康保険税条例（平成１７年条例第１２０号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第21条  第21条  

(２) 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日

後に国民健康保険税の納付義務が発生した場

合にはその発生した日。次号において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険者

の資格を喪失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一の世帯に属

するものをいう。以下同じ。）につき算定し

た法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき29万円を加算した金額を超えない

世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

(２) 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日

後に国民健康保険税の納付義務が発生した場

合にはその発生した日。次号において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険者

の資格を喪失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一の世帯に属

するものをいう。以下同じ。）につき算定し

た法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき 28万5,000円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前号に該当す

る者を除く。） 

(３) 世帯主、当該年度の賦課期日現在におい

てその世帯に属する国民健康保険の被保険者

及び特定同一世帯所属者につき算定した法第

703条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、43万

円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）

に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き 53万5,000円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

(３) 世帯主、当該年度の賦課期日現在におい

てその世帯に属する国民健康保険の被保険者

及び特定同一世帯所属者につき算定した法第

703条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、43万

円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）

に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き52万円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 
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（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

第21条の２ 国民健康保険税の納税義務者である

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等（法第703条の５の２第２項に規定す

る特例対象被保険者等をいう。第22条の２第１

項において同じ。）である場合における第４条

及び前条第１項の規定の適用については、第４

条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額（第21条の２に規定する

特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が

含まれている場合においては、当該給与所得に

ついては、所得税法第28条第２項の規定によっ

て計算した金額の100分の30に相当する金額に

よるものとする。次項において同じ。）」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」

とあるのは「総所得金額（次条に規定する特例

対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含ま

れている場合においては、当該給与所得につい

ては、所得税法第28条第２項の規定によって計

算した金額の100分の30に相当する金額による

ものとする。次号及び第３号において同じ。）

及び」とする。 

第21条の２ 国民健康保険税の納税義務者である

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等（法第703条の５の２第２項に規定す

る特例対象被保険者等をいう。第22条の２にお

いて同じ。）である場合における第４条及び前

条第１項の規定の適用については、第４条第１

項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定

する総所得金額（第21条の２に規定する特例対

象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれ

ている場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第28条第２項の規定によって計算

した金額の100分の30に相当する金額によるも

のとする。次項において同じ。）」と、「同条

第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、

前条第１項第１号中「総所得金額及び」とある

のは「総所得金額（次条に規定する特例対象被

保険者等の総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得については、

所得税法第28条第２項の規定によって計算した

金額の100分の30に相当する金額によるものと

する。次号及び第３号において同じ。）及び」

とする。 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第22条の２ 第22条の２ 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務

者は、雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行

規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第

１項第１号に規定するものをいう。）又は雇用

保険受給資格通知（同令第19条第３項に規定す

るものをいう。）の提示を求められた場合には、

これらを提示しなければならない。 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務

者は、雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行

規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第

１項第１号に規定するものをいう。）その他の

特例対象被保険者等であることの事実を証明す

る書類の提示を求められた場合には、これらを

提示しなければならない。 

附 則 附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

８ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者（以下「世帯主等」という。）が、前年中に

所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に

係る所得（次項から附則第12項までにおいて「公

的年金等所得」という。）について同条第４項

に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上の

者に係るものに限る。次項から附則第12項まで

８ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者（以下「世帯主等」という。）が、前年中に

所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に

係る所得（次項から附則第12項までにおいて「公

的年金等所得」という。）について同条第４項

に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上の

者に係るものに限る。次項から附則第12項まで
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において「特定公的年金等控除額」という。）

の控除を受けた場合における第21条の規定の適

用については、同条第１項中「法第703条の５第

１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」

とあるのは「法第703条の５第１項に規定する総

所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公

的年金等に係る所得については、同条第２項第

１号の規定によって計算した金額から15万円を

控除した金額によるものとする。）及び山林所

得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」

とする。 

において「特定公的年金等控除額」という。）

の控除を受けた場合における第21条第１項の規

定の適用については、同項中「法第703条の５第

１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」

とあるのは「法第703条の５第１項に規定する総

所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公

的年金等に係る所得については、同条第２項第

１号の規定によって計算した金額から15万円を

控除した金額によるものとする。）及び山林所

得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」

とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

13 世帯主等が法附則第33条の２第５項に規定す

る上場株式等の配当等に係る配当所得等を有す

る場合における第４条及び第21条の規定の適用

については、第４条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、

第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」とする。 

13 世帯主等が法附則第33条の２第５項に規定す

る上場株式等の配当等に係る配当所得等を有す

る場合における第４条及び第21条第１項の規定

の適用については、第４条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の２第５項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」と、第21条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

14 世帯主等が法附則第34条第４項の譲渡所得を

有する場合における第４条及び第21条の規定の

適用については、第４条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第

34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第

１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適用により同

法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額。以下この項

において「控除後の長期譲渡所得の金額」とい

う。）の合計額から法第314条の２第２項」と、

14 世帯主等が法附則第34条第４項の譲渡所得を

有する場合における第４条及び第21条第１項の

規定の適用については、第４条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１

項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２

第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第

35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条

の規定に該当する場合には、これらの規定の適

用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金額。

以下この項において「控除後の長期譲渡所得の

金額」という。）の合計額から法第314条の２第
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「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の

金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」と、第21条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。 

２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長

期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」と、第21条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

16 世帯主等が法附則第35条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に

おける第４条及び第21条の規定の適用について

は、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

16 世帯主等が法附則第35条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に

おける第４条及び第21条第１項の規定の適用に

ついては、第４条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

17 世帯主等が法附則第35条の２の２第５項の上

場株式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第４条及び第21条の規定の適用については、

第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２

の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」とする。 

17 世帯主等が法附則第35条の２の２第５項の上

場株式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第４条及び第21条第１項の規定の適用につい

ては、第４条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、第21条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額」とする。 
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（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

18 世帯主等が法附則第35条の４第４項の事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における

第４条及び第21条の規定の適用については、第

４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条

の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」と、第21条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

18 世帯主等が法附則第35条の４第４項の事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における

第４条及び第21条第１項の規定の適用について

は、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第35条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、第21条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

19 世帯主等が法附則第33条の３第５項の事業所

得又は雑所得を有する場合における第４条及び

第21条の規定の適用については、第４条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」と、第21条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額」とする。 

19 世帯主等が法附則第33条の３第５項の事業所

得又は雑所得を有する場合における第４条及び

第21条第１項の規定の適用については、第４条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、第21条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

22 世帯主等が租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第10項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する

場合における第４条及び第21条の規定の適用に

ついては、第４条第１項中「及び山林所得金額

の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

22 世帯主等が租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第10項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する

場合における第４条及び第21条第１項の規定の

適用については、第４条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関
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法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２の２第10項

に規定する条約適用利子等の額の合計額から法

第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の

合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項

に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額」と、第21条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に

規定する条約適用利子等の額」とする。 

する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額の合計額か

ら法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約

適用利子等の額」と、第21条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10

項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

23 世帯主等が租税条約等実施特例法第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当等に係る利

子所得、配当所得及び雑所得を有する場合にお

ける第４条及び第21条の規定の適用について

は、第４条第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施

特例法」という。）第３条の２の２第12項に規

定する条約適用配当等の額の合計額から法第

314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合

計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用

配当等の額」と、第21条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等の額」とする。 

23 世帯主等が租税条約等実施特例法第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当等に係る利

子所得、配当所得及び雑所得を有する場合にお

ける第４条及び第21条第１項の規定の適用につ

いては、第４条第１項中「及び山林所得金額の

合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等の額の合計額から法第

314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合

計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用

配当等の額」と、第21条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等の額」とする。 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の春日部市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民健康 

保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例 

による。 
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議案第４８号 

 

 

   専決処分の承認を求めるについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専 

決処分したので、同法第１７９条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 
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専決第１１号 

 

 

      専  決  処  分  書 

 

 令和５年度春日部市一般会計補正予算（第２号）について、議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により別冊のとおり専決処分する。 

 

  令和５年４月２８日 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 
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議案第４９号 

 

 

   春日部市印鑑条例の一部改正について 

 

 春日部市印鑑条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴

い、印鑑登録証明の申請及び交付の規定を改正したく提案いたします。 
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春日部市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

春日部市印鑑条例（平成１７年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（印鑑登録証明の申請及び交付） （印鑑登録証明の申請及び交付） 

第11条  第11条  

２ 前項の規定にかかわらず、登録者は、民間端

末機（本市の電子計算機と通信回線により接続

された民間事業者が設置する端末機で、利用者

自らが必要な操作を行うことにより、住民票の

写し等を自動的に交付する機能を有するものを

いう。）により前条の規定による証明を受けよ

うとするときは、春日部市住民基本台帳カード

の利用に関する条例（平成23年条例第14号）第

３条第２号に掲げるサービスの提供を受けるた

めに必要な情報が記録された住民基本台帳カー

ド、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）第２条第７項に規定する個人番号カー

ド（電子署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律

第153号）第22条第１項に規定する個人番号カー

ド用利用者証明用電子証明書が記録されたもの

に限る。）又は電気通信事業法（昭和59年法律

第86号）第12条の２第４項第２号ロに規定する

移動端末設備（電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律第35

条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者

証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体

が組み込まれたものに限る。）により、印鑑登

録証明書の交付を申請することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、登録者は、民間端

末機（本市の電子計算機と通信回線により接続

された民間事業者が設置する端末機で、利用者

自らが必要な操作を行うことにより、住民票の

写し等を自動的に交付する機能を有するものを

いう。）により前条の規定による証明を受けよ

うとするときは、春日部市住民基本台帳カード

の利用に関する条例（平成23年条例第14号）第

３条第２号に掲げるサービスの提供を受けるた

めに必要な情報が記録された住民基本台帳カー

ド又は行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カ

ードにより、印鑑登録証明書の交付を申請する

ことができる。 

  

附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案第５０号 

 

 

   春日部市税条例の一部改正について 

 

 春日部市税条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 地方税法等の一部改正等に伴い、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の規定等を改正

したく提案いたします。 
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春日部市税条例の一部を改正する条例 

 

春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の項（以下「改正後の項」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の項を当該改正後の項とする。 

(2) 次の表中、改正後の項に対応する改正前の項が存在しない場合にあっては、当該改正

後の項を加える。 

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第34条の９  第34条の９  

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第48条の９の３から第48条の９

の６までに定めるところにより、同項の納税義

務者に対しその控除することができなかった金

額を還付し、又は当該控除することができなか

った金額のうち法第314条の９第２項後段に規

定する還付をすべき金額により当該納税義務者

の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年

度の翌年度分の個人の県民税、個人の市民税若

しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、

若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を

納付し、若しくは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第48条の９の３から第48条の９

の６までに定めるところにより、同項の納税義

務者に対しその控除することができなかった金

額を還付し、又は当該納税義務者の同項の確定

申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分

の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若し

くは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当

する。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第36条の３の２  第36条の３の２  

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定に

よる申告書を給与支払者を経由して提出する場

合において、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該給与支払者を経由して

提出した前項又は法第317条の３の２第１項の

規定による申告書（その者が当該前年の中途に

おいて次項の規定による申告書を当該給与支払

者を経由して提出した場合には、当該前年の最

後に提出した同項の規定による申告書）に記載

した事項と異動がないときは、給与所得者は、
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施行規則で定めるところにより、前項又は法第

317条の３の２第１項の規定により記載すべき

事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項

又は法第317条の３の２第１項の規定による申

告書を提出することができる。 

３  第１項又は法第317条の３の２第１項の規定

による申告書を提出した給与所得者で市内に住

所を有するものは、その年の中途において当該

申告書に記載した事項について異動を生じた場

合には、第１項又は法第317条の３の２第１項

の給与支払者からその異動を生じた日後最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則

で定めるところにより、その異動の内容その他

施行規則で定める事項を記載した申告書を、当

該給与支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２  前項又は法第317条の３の２第１項の規定に

よる申告書を提出した給与所得者で市内に住所

を有するものは、その年の中途において当該申

告書に記載した事項について異動を生じた場合

には、前項又は法第317条の３の２第１項の給

与支払者からその異動を生じた日後最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、その異動の内容その他施行

規則で定める事項を記載した申告書を、当該給

与支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規

定による申告書がその提出の際に経由すべき給

与支払者に受理されたときは、その申告書は、

その受理された日に市長に提出されたものとみ

なす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による

申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者

に受理されたときは、その申告書は、その受理

された日に市長に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が

令第48条の９の７の２において準用する令第８

条の２の２に規定する要件を満たす場合には、

施行規則で定めるところにより、当該申告書の

提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申

告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって施行規則で定めるも

のをいう。次条第４項及び第53条の９第３項に

おいて同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が

令第48条の９の７の２において準用する令第８

条の２の２に規定する要件を満たす場合には、

施行規則で定めるところにより、当該申告書の

提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申

告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって施行規則で定めるも

のをいう。次条第４項及び第53条の９第３項に

おいて同じ。）により提供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項

の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは

「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項

の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは

「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法） 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第

１項、第47条の５又は第53条の５の規定により

特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴

収の方法により徴収する。 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第

１項、第47条の５又は第53条の５の規定によっ

て特別徴収の方法による場合を除くほか、普通

徴収の方法によって徴収する。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を  
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賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及

び徴収する。 

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき

各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税

額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額

（第47条第１項又は第47条の６第１項の規定に

より徴収する場合にあっては特別徴収の方法に

より徴収されないことになった金額に相当する

税額）を前条第１項の納期（第47条第１項又は

第47条の６第１項の規定により徴収する場合に

あっては特別徴収の方法により徴収されないこ

ととなった日以後に到来する納期）の数で除し

て得た額とする。 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき

各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税

額及び県民税額の合算額（第47条第１項又は第

47条の６第１項の規定によって徴収する場合に

あっては特別徴収の方法によって徴収されない

ことになった金額に相当する税額）を前条第１

項の納期（第47条第１項又は第47条の６第１項

の規定によって徴収する場合にあっては特別徴

収の方法によって徴収されないことになった日

以後に到来する納期）の数で除して得た額とす

る。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の

初日の属する年の前年中において給与の支払を

受けた者であり、かつ、同日において給与の支

払を受けている者（次に掲げる者のうち特別徴

収の方法により徴収することが著しく困難であ

ると認められる者を除く。以下この条において

「給与所得者」という。）である場合には、当

該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割

額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う

森林環境税額を含む。次項及び第５項において

同じ。）の合算額を特別徴収の方法により徴収

する。 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の

初日の属する年の前年中において給与の支払を

受けた者であり、かつ、同日において給与の支

払を受けている者（次に掲げる者のうち特別徴

収の方法によって徴収することが著しく困難で

あると認められる者を除く。以下この条におい

て「給与所得者」という。）である場合におい

ては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係

る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の

方法によって徴収する。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者

の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場

合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割

額を同項の規定により特別徴収の方法により徴

収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収

する。ただし、第36条の２第１項の申告書に給

与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の

方法により徴収されたい旨の記載があるとき

は、この限りでない。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者

の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場

合においては、当該給与所得以外の所得に係る

所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法

によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及

び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法

によって徴収する。ただし、第36条の２第１項

の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額

を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記

載があるときは、この限りでない。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得

以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法に

より徴収することとなった後において、当該給

与所得者について給与所得以外の所得に係る所

得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により

徴収することが適当でないと認められる特別の

事情が生じたため当該給与所得者から給与所得

以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所

得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法

によって徴収することとなった後において、当

該給与所得者について給与所得以外の所得に係

る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法に

よって徴収することが適当でないと認められる

特別の事情が生じたため当該給与所得者から給

与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一
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通徴収の方法により徴収することとされたい旨

の申出があった場合でその事情がやむを得ない

と認められるときは、市長は、当該特別徴収の

方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係

る所得割額でまだ特別徴収により徴収していな

い額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴

収するものとする。 

部を普通徴収の方法により徴収することとされ

たい旨の申出があった場合でその事情がやむを

得ないと認められるときは、市長は、当該特別

徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の

所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収

していない額の全部又は一部を普通徴収の方法

により徴収するものとする。 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支

払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の

４月30日までの間において異動を生じた場合に

おいて、当該給与所得者が当該給与所得者に対

して新たに給与の支払をする者となった者（所

得税法第183条の規定により給与の支払をする

際所得税を徴収して納付する義務がある者に限

る。以下この項において同じ。）を通じて、当

該異動により従前の給与の支払をする者から給

与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月

の10日（その支払を受けなくなった日が翌年の

４月中である場合には同月30日）までに、第１

項の規定により特別徴収の方法により徴収され

るべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額（既に特別徴収の方法により徴

収された金額があるときは、当該金額を控除し

た金額）を特別徴収の方法により徴収されたい

旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収

の方法により徴収するものとする。ただし、当

該申出が翌年の４月中にあった場合において、

特別徴収の方法により徴収することが困難であ

ると市長が認めるときは、この限りでない。 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支

払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の

４月30日までの間において異動を生じた場合に

おいて、当該給与所得者が当該給与所得者に対

して新たに給与の支払をする者となった者（所

得税法第183条の規定によって給与の支払をす

る際所得税を徴収して納付する義務がある者に

限る。以下この項において同じ。）を通じて、

当該異動によって従前の給与の支払をする者か

ら給与の支払を受けなくなった日の属する月の

翌月の10日（その支払を受けなくなった日が翌

年の４月中である場合には同月30日）までに、

第１項の規定により特別徴収の方法によって徴

収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額（既に特別徴収の方法に

よって徴収された金額があるときは、当該金額

を控除した金額）を特別徴収の方法によって徴

収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額

を特別徴収の方法によって徴収するものとす

る。ただし、当該申出が翌年の４月中にあった

場合において、特別徴収の方法によって徴収す

ることが困難であると市長が認めるときは、こ

の限りでない。 

６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収さ

れる納税義務者が当該年度の初日の属する年の

６月１日から12月31日までの間において給与の

支払を受けないこととなり、かつ、その事由が

発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特

別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税

義務者からの申出があった場合及び当該納税義

務者が翌年の１月１日から４月30日までの間に

おいて給与の支払を受けないこととなった場合

には、その者に対してその年の５月31日までの

間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該

月割額の全額に相当する金額を超えるものがあ

るときに限り、当該月割額の全額（同日までに

当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払

がされないこととなったときにあっては、同日

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収

される納税義務者が当該年度の初日の属する年

の６月１日から12月31日までの間において給与

の支払を受けないこととなり、かつ、その事由

が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を

特別徴収の方法によって徴収されたい旨の当該

納税義務者からの申出があった場合及び当該納

税義務者が翌年の１月１日から４月30日までの

間において給与の支払を受けないこととなった

場合には、その者に対してその年の５月31日ま

での間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超えるもの

があるときに限り、当該月割額の全額（同日ま

でに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の

支払がされないこととなったときにあっては、
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までに支払われた当該給与又は退職手当等の額

から徴収することができる額）を特別徴収の方

法により徴収する。 

同日までに支払われた当該給与又は退職手当等

の額から徴収することができる額）を特別徴収

の方法によって徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額

への繰入れ） 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額

への繰入れ） 

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受

けなくなったこと等により給与所得に係る特別

徴収税額を特別徴収の方法により徴収されない

こととなった場合には、特別徴収の方法により

徴収されないこととなった金額に相当する税額

は、特別徴収の方法により徴収されないことと

なった日以後において到来する第40条第１項の

納期がある場合にはそれぞれの納期において、

その日以後に到来する同項の納期がない場合に

は直ちに、普通徴収の方法により徴収するもの

とする。 

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受

けなくなったこと等により給与所得に係る特別

徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されな

いこととなった場合においては、特別徴収の方

法によって徴収されないこととなった金額に相

当する税額は、特別徴収の方法によって徴収さ

れないこととなった日以後において到来する第

40条第１項の納期がある場合においてはそれぞ

れの納期において、その日以後に到来する同項

の納期がない場合においては直ちに、普通徴収

の方法によって徴収するものとする。 

２ 法第321条の６第１項の通知により変更され

た給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市

民税の納税者について、既に特別徴収義務者か

ら市に納入された給与所得に係る特別徴収税額

が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特

別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得

に係る特別徴収税額がない場合を含む。）にお

いて当該納税者の未納に係る徴収金があるとき

は、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条

の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金

関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項

及び第７項の規定を適用することができるもの

とし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当

該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納

入することを委託したものとみなす。 

２ 法第321条の６第１項の通知によって変更さ

れた給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の

市民税の納税者について、既に特別徴収義務者

から市に納入された給与所得に係る特別徴収税

額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る

特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所

得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）に

おいて当該納税者の未納に係る徴収金があると

きは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17

条の２の規定によって当該納税者の未納に係る

徴収金に充当する。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

特別徴収） 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

特別徴収） 

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において公的年金

等の支払を受けた者であり、かつ、同日におい

て老齢等年金給付（法第321条の７の２第１項

の老齢等年金給付をいう。以下この節において

同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者

（特別徴収の方法により徴収することが著しく

困難であると認められるものとして次に掲げる

ものを除く。以下この節において「特別徴収対

象年金所得者」という。）である場合には、当

該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得

に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において公的年金

等の支払を受けた者であり、かつ、同日におい

て老齢等年金給付（法第321条の７の２第１項

の老齢等年金給付をいう。以下この節において

同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者

（特別徴収の方法によって徴収することが著し

く困難であると認められるものとして次に掲げ

るものを除く。以下この節において「特別徴収

対象年金所得者」という。）である場合におい

ては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に

係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額
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課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条

及び第47条の５において同じ。）の合算額（当

該納税義務者に係る均等割額を第44条第１項の

規定により特別徴収の方法により徴収する場合

には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。

以下この条及び第47条の５において同じ。）の

２分の１に相当する額（以下この節において

「年金所得に係る特別徴収税額」という。）を

当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年

の３月31日までの間に支払われる老齢等年金給

付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴

収の方法により徴収する。 

（当該納税義務者に係る均等割額を第44条第１

項の規定により特別徴収の方法によって徴収す

る場合においては、公的年金等に係る所得に係

る所得割額。以下この条及び第47条の５におい

て同じ。）の２分の１に相当する額（以下この

節において「年金所得に係る特別徴収税額」と

いう。）を当該年度の初日の属する年の10月１

日から翌年の３月31日までの間に支払われる老

齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の

際に特別徴収の方法によって徴収する。 

(２) 特別徴収の方法により徴収することとし

た場合には当該年度において当該老齢等年金

給付の支払を受けないこととなると認められ

る者 

(２) 特別徴収の方法によって徴収することと

した場合には当該年度において当該老齢等年

金給付の支払を受けないこととなると認めら

れる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課す

る個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所

得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所

得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係

る特別徴収税額を控除した額を第40条第１項の

納期のうち当該年度の初日からその日の属する

年の９月30日までの間に到来するものにおいて

普通徴収の方法により徴収する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課す

る個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所

得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所

得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係

る特別徴収税額を控除した額を第40条第１項の

納期のうち当該年度の初日からその日の属する

年の９月30日までの間に到来するものにおいて

普通徴収の方法によって徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税

額への繰入れ） 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税

額への繰入れ） 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３

項（これらの規定を法第321条の７の８第３項

において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定により特別徴収の方法により徴収されない

こととなった金額に相当する税額は、その特別

徴収の方法により徴収されないこととなった日

以後において到来する第40条第１項の納期があ

る場合にはそのそれぞれの納期において、その

日以後に到来する同項の納期がない場合には直

ちに、普通徴収の方法により徴収するものとす

る。 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３

項（これらの規定を法第321条の７の８第３項

において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定により特別徴収の方法によって徴収されな

いこととなった金額に相当する税額は、その特

別徴収の方法によって徴収されないこととなっ

た日以後において到来する第40条第１項の納期

がある場合においてはそのそれぞれの納期にお

いて、その日以後に到来する同項の納期がない

場合においては直ちに、普通徴収の方法によっ

て徴収するものとする。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の

８第３項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴

収の方法により徴収されないこととなった特別

徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義

務者から市に納入された年金所得に係る特別徴

収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の

８第３項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴

収の方法によって徴収されないこととなった特

別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収

義務者から市に納入された年金所得に係る特別

徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が
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該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所

得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特

別徴収税額がない場合を含む。）において当該

特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金が

あるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、

法第17条の２の２第１項第２号に規定する市町

村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３

項、第６項及び第７項の規定を適用することが

できるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納

金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に

係る徴収金を納付し、又は納入することを委託

したものとみなす。 

当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額がない場合を含む。）において当

該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金

があるときは、当該過納又は誤納に係る税額

は、法第17条の２の規定によって当該特別徴収

対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当す

る。 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第82条  第82条  

 (１)   (１) 

エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、

輪距（２以上の輪距を有するものにあって

は、その輪距のうち最大のもの）が0.5メ

ートル以下であるもの、側面が構造上開放

されている車室を備え、かつ、輪距が0.5

メートル以下の三輪のもの及び道路運送車

両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）

第１条第１項第13号の６に規定する特定小

型原動機付自転車を除く。）で、総排気量

が0.02リットルを超えるもの又は定格出力

が0.25キロワットを超えるもの 

エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、

輪距（２以上の輪距を有するものにあって

は、その輪距のうち最大のもの）が0.5メ

ートル以下であるもの及び側面が構造上開

放されている車室を備え、かつ、輪距が

0.5メートル以下の三輪のものを除く。）

で、総排気量が0.02リットルを超えるもの

又は定格出力が0.25キロワットを超えるも

の 

年額 3,700円 年額 3,700円 

   附 則    附 則 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の４ 第15条の４ 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不

足額に、これに 100分の35の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不

足額に、これに 100分の10の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２  第16条の２  

３ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額

に、これに 100分の35の割合を乗じて計算した

金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額

に、これに 100分の10の割合を乗じて計算した

金額を加算した金額とする。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第８２条第１号エの改正規定及び附則第３条第１項の規定（改正後の春日部市税条例

（以下「新条例」という。）附則第１６条の２第３項に係る部分を除く。） 令和５年

７月１日 

(2) 第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規定、同条に１項

を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第４７条の２及び第４７条の

６の改正規定並びに附則第１５条の４第４項及び第１６条の２第３項の改正規定並びに

次条第 1項並びに附則第３条第１項（新条例附則第１６条の２第３項に係る部分に限

る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

(3) 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の春日部市税条例の規定中個人の市民税に関

する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき春

日部市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において「給与」とい

う。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を

受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例によ

る。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割に

ついては、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１５条の４第４項の規定は、令和６年１月１日以後に取得された三輪以上

の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得され

た三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例

による。 
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議案第５１号 

 

 

   春日部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援 

施設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

 春日部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準を定める条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準の一部改正に伴い、利用定員に関する基準の規定等を改正したく提案いたしま

す。 
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春日部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援 

施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

春日部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

第４条  第４条 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特

定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定

める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

を定めるものとする。ただし、法第19条第３号

に掲げる小学校就学前子どもの区分にあって

は、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び

満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定

めるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特

定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定

める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

を定めるものとする。ただし、法第19条第１項

第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあ

っては、満１歳に満たない小学校就学前子ども

及び満１歳以上の小学校就学前子どもに区分し

て定めるものとする。 

(１) 認定こども園 法第19条各号に掲げる小

学校就学前子どもの区分 

(１) 認定こども園 法第19条第１項各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分 

(２) 幼稚園 法第19条第１号に掲げる小学校

就学前子どもの区分 

(２) 幼稚園 法第19条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもの区分 

(３) 保育所 法第19条第２号に掲げる小学校

就学前子どもの区分及び同条第３号に掲げる

小学校就学前子どもの区分 

(３) 保育所 法第19条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもの区分及び同項第３号に

掲げる小学校就学前子どもの区分 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条  第６条  

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学

校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、抽選、申込み

を受けた順序により決定する方法、当該特定教

育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理

念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法

（第４項において「選考方法」という。）によ

り選考しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第19条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・

保育施設を現に利用している法第19条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教

育・保育施設の法第19条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総

数を超える場合においては、抽選、申込みを受

けた順序により決定する方法、当該特定教育・

保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、

基本方針等に基づく選考その他公正な方法（第

４項において「選考方法」という。）により選
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考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第19条第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第２号又

は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特

定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、法第20条第４

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第19条第１項第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該

特定教育・保育施設を現に利用している法第19

条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、当該特定教育・保育施設の法第19条

第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、法第20条第４項の規定による認

定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる教育・保育給付認定子どもが優先的に利

用できるよう、選考するものとする。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条  第７条  

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、法

第19条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに

係る当該特定教育・保育施設の利用について児

童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により市が行う調整及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、法

第19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもに係る当該特定教育・保育施設の利用につ

いて児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条

第１項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により市が行う調整及び要請に

対し、できる限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供を求められた場合は、必要に応じて、教

育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証

（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交

付を受けていない場合にあっては、子ども・子

育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）

第７条第２項の規定による通知）によって、教

育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定

子どもの該当する法第19条各号に掲げる小学校

就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有

効期間及び保育必要量等を確かめるものとす

る。 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供を求められた場合は、必要に応じて、教

育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証

（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交

付を受けていない場合にあっては、子ども・子

育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）

第７条第２項の規定による通知）によって、教

育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定

子どもの該当する法第19条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認

定の有効期間及び保育必要量等を確かめるもの

とする。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第13条  第13条  

４  ４  

(３)   (３)   

ア  ア  
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(ア) 法第19条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 77,101円 

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 77,101円 

(イ) 法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。イ(イ)において同じ。） 57,700

円（令第４条第２項第６号に規定する特

定教育・保育給付認定保護者にあっては、

77,101円） 

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ(イ)において同じ。） 

□57,700円（令第４条第２項第６号に規

定する特定教育・保育給付認定保護者に

あっては、77,101円） 

イ  イ  

(ア) 法第19条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 負担額算定基準子ども又は小学

校第３学年修了前子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除

く。）である者 

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 負担額算定基準子ども又

は小学校第３学年修了前子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

(イ) 法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 負担額算定基準子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 負担額算定基準子ども

（そのうち最年長者及び２番目の年長者

である者を除く。）である者 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第15条  第15条  

(３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭

和22年法律第26号）第25条第１項の規定によ

り文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程そ

の他の教育内容に関する事項をいう。） 

(３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭

和22年法律第26号）第25条の規定により文部

科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の

教育内容に関する事項をいう。） 

(４) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第35

条の規定により保育所における保育の内容に

ついて内閣総理大臣が定める指針 

(４) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第35

条の規定により保育所における保育の内容に

ついて厚生労働大臣が定める指針 

（運営規程） （運営規程） 

第20条  第20条  

(４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19

条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員を定めている施設にあって

は、学期を含む。以下この号において同じ。）

及び時間並びに提供を行わない日 

(４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員を定めている施設にあ

っては、学期を含む。以下この号において同

じ。）及び時間並びに提供を行わない日 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以

下この条において同じ。）が法第19条第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供す

る場合には、法第34条第１項第３号に規定する

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以

下この条において同じ。）が法第19条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を

提供する場合には、法第34条第１項第３号に規
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基準を遵守しなければならない。 定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、当該特別利用

保育に係る法第19条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、

第４条第２項第３号の規定により定められた法

第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、当該特別利用

保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している法第19条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定

により定められた法第19条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超

えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用保育を、施設型給付費には特

例施設型給付費（法第28条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、

それぞれ含むものとして、前款（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。

この場合において、第６条第２項中「特定教育・

保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以

下この項において同じ。）」とあるのは「特定

教育・保育施設（特別利用保育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」と、

「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同条

第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数」とあるのは「同条第２号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数」と、第13条第２項中「法第27条第３項第

１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項

第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受け

る者を除く。）」と、同号イ(イ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給

付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含

む。）」とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用保育を、施設型給付費には特

例施設型給付費（法第28条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、

それぞれ含むものとして、前款（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。

この場合において、第６条第２項中「特定教育・

保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以

下この項において同じ。）」とあるのは「特定

教育・保育施設（特別利用保育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」と、

「法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「法第19条第１項第１号又は第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」と、「法第19条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数」とあるのは「法第19条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数」と、第13条第２項中「法第

27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第28条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第４項第

３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ(イ)

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受け

る者を含む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以

下この条において同じ。）が法第19条第２号に

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以

下この条において同じ。）が法第19条第１項第
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掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供

する場合には、法第34条第１項第２号に規定す

る基準を遵守しなければならない。 

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育

を提供する場合には、法第34条第１項第２号に

規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、当該特別利用

教育に係る法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、

第４条第２項第２号の規定により定められた法

第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、当該特別利用

教育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している法第19条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定

により定められた法第19条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超

えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用教育を、施設型給付費には特

例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前款（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第６条

第２項中「利用の申込みに係る法第19条第１号

に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは

「利用の申込みに係る法第19条第２号に掲げる

小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数」とあるのは「同条第１号又

は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数」と、第13

条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「法第28条第２項第３号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認

定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、

同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を除く。）」とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用教育を、施設型給付費には特

例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前款（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第６条

第２項中「利用の申込みに係る法第19条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあ

るのは「利用の申込みに係る法第19条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「法

第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」

とあるのは「法第19条第１項第１号又は第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもの総数」と、第13条第２項

中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第28条第２項第３号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条

第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同

号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を除く。）」とする。 

第37条  第37条  

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定

地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域

型保育事業所」という。）ごとに、法第19条第

３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定

地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域

型保育事業所」という。）ごとに、法第19条第

１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る
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員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、

春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例第43条の規定を踏まえ、

その雇用する労働者の監護する小学校就学前子

どもを保育するため当該事業所内保育事業を自

ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校

就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業

主団体に係るものにあっては事業主団体の構成

員である事業主の雇用する労働者の監護する小

学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉

法第６条の３第12項第１号ハに規定する共済組

合等をいう。）に係るものにあっては共済組合

等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構

成員をいう。）の監護する小学校就学前子ども

とする。）及びその他の小学校就学前子どもご

とに定める法第19条第３号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳

に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の

小学校就学前子どもに区分して定めるものとす

る。 

利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあ

っては、春日部市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例第43条の規定を

踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校

就学前子どもを保育するため当該事業所内保育

事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当

該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業

が、事業主団体に係るものにあっては事業主団

体の構成員である事業主の雇用する労働者の監

護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児

童福祉法第６条の３第12項第１号ハに規定する

共済組合等をいう。）に係るものにあっては共

済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合

等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前

子どもとする。）及びその他の小学校就学前子

どもごとに定める法第19条第１項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）

を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満

１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定め

るものとする。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条  第39条  

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係

る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子ども

の数及び特定地域型保育事業所を現に利用して

いる満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除く。以下この節において

同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所

の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、法

第20条第４項の規定による認定に基づき、保育

の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育

を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満

保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選

考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係

る法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳未満保育認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節に

おいて同じ。）の総数が、当該特定地域型保育

事業所の法第19条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超

える場合においては、法第20条第４項の規定に

よる認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

と認められる満３歳未満保育認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するものとする。 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準第35条の規定によ

り保育所における保育の内容について内閣総理

大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特

性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状

況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に

行わなければならない。 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準第35条の規定によ

り保育所における保育の内容について厚生労働

大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特

性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状

況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に

行わなければならない。 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１号第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項
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に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第46条第１項に規定す

る地域型保育事業の認可基準を遵守しなければ

ならない。 

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域

型保育を提供する場合には、法第46条第１項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第19条第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所

を現に利用している満３歳未満保育認定子ども

（次条第１項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合にあっては、当該特定利用地域

型保育の対象となる法第19条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の

規定により定められた利用定員の数を超えない

ものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第19条第１項第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未満保育認

定子ども（次条第１項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、

第37条第２項の規定により定められた利用定員

の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

30条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次

条第３項において同じ。）を、それぞれ含むも

のとして、この節（第40条第２項を除き、前条

において準用する第８条から第14条まで（第10

条及び第13条を除く。）、第17条から第19条ま

で及び第23条から第33条までを含む。次条第３

項において同じ。）の規定を適用する。この場

合において、第39条第２項中「利用の申込みに

係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第

19条第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳

以上保育認定子どもを除く。以下この節におい

て同じ。）」とあるのは「同条第１号又は第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（第52条第１項の規定

により特定利用地域型保育を提供する場合にあ

っては、当該特定利用地域型保育の対象となる

法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」

と、「同号」とあるのは「法第19条第３号」と、

「法第20条第４項の規定による認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

30条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次

条第３項において同じ。）を、それぞれ含むも

のとして、この節（第40条第２項を除き、前条

において準用する第８条から第14条まで（第10

条及び第13条を除く。）、第17条から第19条ま

で及び第23条から第33条までを含む。次条第３

項において同じ。）の規定を適用する。この場

合において、第39条第２項中「利用の申込みに

係る法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学

前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係

る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下

この節において同じ。）」とあるのは「法第19

条第１項第１号又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

（第52条第１項の規定により特定利用地域型保

育を提供する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる法第19条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもを含む。）」と、「法第20条

第４項の規定による認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受け
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保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳

未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定地域型保育事業

者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選

考その他公正な方法により」と、第43条第１項

中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育

の対象となる法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」

と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは

「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるの

は「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲

げる費用及び食事の提供（第13条第４項第３号

ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」

と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３

項」とする。 

る必要性が高いと認められる満３歳未満保育認

定子どもが優先的に利用できるよう、」とある

のは「抽選、申込みを受けた順序により決定す

る方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考その他公正

な方法により」と、第43条第１項中「教育・保

育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給

付認定保護者（特別利用地域型保育の対象とな

る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、

同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前

２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる

費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又

はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、

同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」

とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、法第46条第１項に規定す

る地域型保育事業の認可基準を遵守しなければ

ならない。 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域

型保育を提供する場合には、法第46条第１項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第19条第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所

を現に利用している同条第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども（前条第１項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当該特別利用

地域型保育の対象となる法第19条第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２

項の規定により定められた利用定員の数を超え

ないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第19条第１項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している法第19条第１項第

３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特別利用地域型保育の対象となる法

第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）の総数が、第37条第２項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域
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型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、この節の規定を適用す

る。この場合において、第43条第１項中「教育・

保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象と

なる法第19条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教

育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条

第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の

対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対

するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第

４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認

定子どもをいう。）に係る第13条第４項第３号

ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」

とする。 

型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、この節の規定を適用す

る。この場合において、第43条第１項中「教育・

保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象と

なる法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に

係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、

同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域

型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子

どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ど

も（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以

上保育認定子どもをいう。）に係る第13条第４

項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要

する費用」とする。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５２号 

 

 

   春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

 

 春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別紙記載の

とおり改正する。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育の内容の規定を改

正したく提案いたします。 
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春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 

春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（保育の内容） （保育の内容） 

第26条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第

63号）第35条に規定する内閣総理大臣が定める

指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、

保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を

提供しなければならない。 

第26条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第

63号）第35条に規定する厚生労働大臣が定める

指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、

保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を

提供しなければならない。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５３号 

 

 

   春日部市火災予防条例の一部改正について 

 

 春日部市火災予防条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定

に関する基準を定める省令の一部改正等に伴い、急速充電設備の規定等を改正したく提案い

たします。 
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春日部市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

春日部市火災予防条例（平成１７年条例第１６６号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項又は号の表示及びそれに対応する改正後の欄の項又は号の

表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の欄の項又は号を当該改正後の欄の

項又は号とする。 

(2) 次の表中、改正前の欄の項に対応する改正後の欄の項が存在しない場合にあっては、

当該改正前の欄の項を削る。 

(3) 次の表中、改正後の欄の項又は号に対応する改正前の欄の項又は号が存在しない場合

にあっては、当該改正後の欄の項又は号を加える。 

(4) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引 

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

（急速充電設備） （急速充電設備） 

第11条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変

圧して、電気自動車等（電気を動力源とする自

動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他こ

れらに類するものをいう。以下同じ。）にコネ

クター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続

するためのものをいう。以下同じ。）を用いて

充電する設備（全出力20キロワット以下のもの

を除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機

能を有する設備本体及び充電ポスト（コネクタ

ー及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧

する機能を有しないものをいう。以下同じ。）

により構成されるものをいう。以下同じ。）に

あっては、充電ポストを含む。以下同じ。）の

位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によら

なければならない。 

第11条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変

圧して、電気自動車等（電気を動力源とする自

動車等（道路交通法（昭和35年法律第105号）

第２条第１項第９号に規定する自動車又は同項

第10号に規定する原動機付自転車をいう。第12

号において同じ。）をいう。以下この条におい

て同じ。）に充電する設備（全出力20キロワッ

ト以下のもの及び全出力200キロワットを超え

るものを除く。）をいう。以下同じ。）の位

置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらな

ければならない。 

(１) 急速充電設備（全出力50キロワット以下

のもの及び消防長が認める延焼を防止するた

めの措置が講じられているものを除く。）を

屋外に設ける場合にあっては、建築物から３

メートル以上の距離を保つこと。ただし、次

に掲げるものにあっては、この限りでない。 

(１) 急速充電設備（全出力50キロワット以下

のもの及び消防長が認める延焼を防止するた

めの措置が講じられているものを除く。）を

屋外に設ける場合にあっては、建築物から３

メートル以上の距離を保つこと。ただし、不

燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部の

ないものに面するときは、この限りでない。 

ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開

口部のないものに面するもの 

 

イ 分離型のものにあっては、充電ポスト  
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(２) その筐体は、不燃性の金属材料で造るこ

と。ただし、分離型のものの充電ポストにあ

っては、この限りでない。 

(２) そのきょう体は不燃性の金属材料で造る

こと。 

(６) コネクターと電気自動車等が確実に接続

されていない場合には、充電を開始しない措

置を講ずること。 

(６) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接

続されていない場合には、充電を開始しない

措置を講ずること。 

(７) コネクターが電気自動車等に接続され、

電圧が印加されている場合には、当該コネク

ターが当該電気自動車等から外れないように

する措置を講ずること。 

(７) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に

電圧が印加されている場合には、当該接続部

が外れないようにする措置を講ずること。 

(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止するこ

とができる装置を、当該急速充電設備の利用

者が異常を認めたときに、速やかに操作する

ことができる箇所に設けること。 

(11) 急速充電設備を手動で緊急停止させるこ

とができる措置を講ずること。 

(12) 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防

止する措置を講ずること。 

(12) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずる

こと。 

(13) コネクターについて、操作に伴う不時の

落下を防止する措置を講ずること。ただし、

コネクターに十分な強度を有するものにあっ

ては、この限りでない。 

(13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動

車等に接続するための部分をいう。以下この

号において同じ。）について、操作に伴う不

時の落下を防止する措置を講ずること。ただ

し、コネクターに十分な強度を有するものに

あっては、この限りでない。 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵してい

るものにあっては、当該蓄電池（主として保

安のために設けるものを除く。）について次

に掲げる措置を講ずること。 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵してい

るものにあっては、当該蓄電池について次に

掲げる措置を講ずること。 

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっ

ては、充電ポストに蓄電池（主として保安の

ために設けるものを除く。）を内蔵しないこ

と。 

 

(18) (略) (17) (略) 

(19) (略) (18) (略) 

（避雷設備） （避雷設備） 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指

定する日本産業規格（産業標準化法（昭和24年

法律第185号）第20条第１項の日本産業規格を

いう。以下同じ。）に適合するものとしなけれ

ばならない。 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指

定する日本産業規格に適合するものとしなけれ

ばならない。 

（喫煙等） （喫煙等） 

第23条 第23条 

 ３ 前項の場合において、併せて図記号による標

識を設けるときは、別表第７に定めるものとし

なければならない。 

３ ４ 

(２) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数 (２) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数
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の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫

煙所における「喫煙所」と表示した標識の設

置（健康増進法（平成14年法律第103号）第

33条第２項に規定する喫煙専用室標識を設け

る場合においてはこの限りでない。） 

の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫

煙所における「喫煙所」と表示した標識の設

置（併せて図記号による標識を設けるとき

は、別表第７に定めるものとしなければなら

ない。） 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せ

て図記号による標識を設けるときは、「禁煙」

又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設け

る図記号にあっては、国際標準化機構が定めた

規格第7010号又は日本産業規格Ｚ8210に適合す

るものとし、「喫煙所」と表示した標識と併せ

て設ける図記号にあっては、国際標準化機構が

定めた規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に

適合するものとしなければならない。 

 

５ 第３項第２号に掲げる場合において、劇場等

の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下（通行の用

に供しない部分を除く。）以外の場所に設けな

ければならない。ただし、劇場等の一部の階に

おいて全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

の設置その他の当該階における全面的な喫煙の

禁止を確保するために消防長が火災予防上必要

と認める措置を講じた場合は、当該階において

喫煙所を設けないことができる。 

５ 前項第２号に掲げる場合において、劇場等の

喫煙所は、階ごとに客席及び廊下（通行の用に

供しない部分を除く。）以外の場所に設けなけ

ればならない。ただし、劇場等の一部の階にお

いて全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の

設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁

止を確保するために消防長が火災予防上必要と

認める措置を講じた場合は、当該階において喫

煙所を設けないことができる。 

  
 

 (5) 別表第７を次のように改める。 

別表第７ 削除 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の２第１項の改正規定及び次項

の規定は、令和５年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１１条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている

改正後の春日部市火災予防条例（以下「新条例」という。）第１１条の２第１項に規定す

る急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例

による。 

３ 新条例第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用室 

標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律（平成３０年 

法律第７８号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第３３条 

第２項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。 
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４ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第２３条第２項

又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第２３条第４項の

規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議案第５４号 

 

 

桜川小学校体育館外壁等耐震対策工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  桜川小学校体育館外壁等耐震対策工事 

２ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

３ 契 約 金 額  ２７６，６５０，０００円 

４ 契約の相手方  正和・コダマ特定建設工事共同企業体 

          代表者 

           春日部市豊野町二丁目３２番地１９ 

正和工業株式会社  

             代表取締役  横 田  生 樹 

５ 工 期  契約の日から令和６年３月１４日まで 

 

令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

 

提案理由 

桜川小学校体育館外壁等耐震対策工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。 
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議案第５５号 

 

 

粕壁小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  粕壁小学校校舎トイレ改修工事 

２ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

３ 契 約 金 額  ２３１，８８０，０００円 

４ 契約の相手方  三ツ和・コダマ特定建設工事共同企業体 

                    代表者 

春日部市中央六丁目３番地１１ 

三ツ和総合建設業協同組合 埼玉東部営業所 

             所長  小 林  功 人 

５ 工 期  契約の日から令和６年２月２９日まで 

 

令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

 

提案理由 

粕壁小学校校舎トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。 
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議案第５６号 

 

 

豊春小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  豊春小学校校舎トイレ改修工事 

２ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

３ 契 約 金 額  ２３１，７７０，０００円 

４ 契約の相手方  岩崎・大栄特定建設工事共同企業体 

          代表者 

           春日部市中央一丁目７番地３ 

           ライフビルⅡ－Ｃ 

 岩崎工業株式会社 春日部営業所 

             営業所長  岩 﨑  重 広 

５ 工 期  契約の日から令和６年２月２９日まで 

 

令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

 

提案理由 

豊春小学校校舎トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。 
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議案第５７号 

 

 

幸松小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  幸松小学校校舎トイレ改修工事 

２ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

３ 契 約 金 額  １８９，８１９，３００円 

４ 契約の相手方  大和・ムラタ特定建設工事共同企業体 

          代表者 

           春日部市大沼六丁目１４番地２ 

 大和建設工業株式会社 

             代表取締役  柏 﨑  靜 雄 

５ 工 期  契約の日から令和６年２月２９日まで 

 

令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

 

提案理由 

幸松小学校校舎トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたします。 
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議案第５８号 

 

 

   財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得する。 

 

１ 取得する財産  

     種 類  物品 

      物品名  春日部市庄和消防署救助工作車Ⅱ型・救助用資機材 

２ 取 得 金 額  １７１，１６０，０００円 

３ 取 得 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

４ 契約の相手方  東京都港区芝五丁目３６番７号 

三田ベルジュビル１９階 

           株式会社モリタ 東京支店 

            支店長  山 北  忠 司 

             

令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

   

提案理由 

 春日部市庄和消防署救助工作車Ⅱ型・救助用資機材を取得するため、春日部市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案いたします。 
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議案第５９号 

 

 

   財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得する。 

 

１ 取得する財産  

     種 類  物品 

      物品名  春日部市春日部消防署災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用

資機材 

２ 取 得 金 額  ３４，５９５，０００円 

         内訳  災害対応特殊救急自動車  ２１，３４０，０００円 

               高度救命処置用資機材    １３，２５５，０００円 

３ 取 得 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

４ 契約の相手方  災害対応特殊救急自動車 

           春日部市緑町四丁目６番３２号 

            埼玉トヨタ自動車株式会社 春日部店 

             店長  戸 田  幸 成 

          高度救命処置用資機材 

           東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 

            エイバン商事株式会社 

             代表取締役  武 内  淳 一 

   

令和５年５月２６日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

   

提案理由 

 春日部市春日部消防署災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材を取得するため、

春日部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り提案いたします。 
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議案第６０号 

 

 

   令和５年度春日部市一般会計補正予算（第３号）について 

 

 令和５年度春日部市一般会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年５月２６日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第６１号 

 

 

   令和５年度春日部市一般会計補正予算（第４号）について 

 

 令和５年度春日部市一般会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年５月２６日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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